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厚生教育常任委員会報告書 

 

開催日時：令和５年４月６日（木）    
午後１時２９分～午後２時８分 

開催場所：会議室３０２         
 

１ 蓮池小学校北校舎大規模改造事業の概要について 

  蓮池小学校北校舎大規模改造事業の概要について、所管する教育総務課より説明

を受け、その後質疑を行った。 

 

【説明の概要】 

  蓮池小学校北校舎は、鉄筋コンクリート造の３階建、延床面積３，４６３平方メ

ートルで、令和３年度に第１期工事、令和４年度に第２期工事を実施した。 

令和５年度実施の第３期工事は、北校舎東側部分の１，５４９平方メートルで、

外壁改修、外部建具改修、床面改修、壁面改修、天井改修、照明器具更新、換気扇

の新設を実施する。 

  工期は契約日の翌日から令和６年２月２９日までである。 

 

【主な質疑応答】 

Ｑ 床面改修が、フローリング、塩ビシート、磁器質タイルの３種類となっている 

が内容は。 

Ａ 教室はフローリング、廊下は塩ビシート、下足室は磁器質タイルを使用するな 

ど、用途に応じて使い分ける。他の学校も同様の対応を行っている。 

 

２ 新型コロナワクチン接種体制確保事業における委託料の請求誤りについて 

  新型コロナワクチン接種体制確保事業における委託料の請求誤りについて、所管

する健康福祉課より説明を受け、その後質疑を行った。 

 

【説明の概要】 

  令和５年２月１０日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡によ

り、新型コロナワクチン接種体制確保事業委託事業において、委託先である東武ト

ップツアーズ株式会社姫路支店に確認したところ、請求誤りがあるとの報告を受け

た。 

  全業務の調査を行ったところ、過大請求が令和３年度に５５４，１５４円、令和 

４年度に２５３円、合計５５４，４０７円あった。請求不足額は、令和３年度に６ 

２０，９１６円、令和４年度に１，２３７，６７１円、合計１，８５８，５８７円 
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であった。差引額が令和３年度に６６，７６２円の不足、令和４年度に１，２３７， 

４１８円の不足、合計１，３０４，１８０円の不足となり、請求に誤りがあったこ 

とを確認した。 

過誤請求の主な内容は、コールセンターや集団接種会場のスタッフ人件費につい

て日数の計上誤りが見られた。加えて、電気料金の計上漏れや消費税分の計算ミス

などの単純な誤りがあった。原因は、現場で実務を行う者が請求事務も行っており、

単純な見落としや確認不足があり、それらを事業者で確認する体制が整っていなか

ったため発見が遅れた。 

  兵庫県のワクチン対策課に報告し相談の結果、令和３年度分補助金については対

応しないこととし、令和４年度分補助金については実績報告時に精算し、不足額に

ついて対応する。 

 

【主な質疑応答】 

Ｑ 過大請求と請求不足が同年度に発生しているが、理由は。 

Ａ 月ごとに請求を行っているため、ある月は過大請求、違う月は請求不足など 

月々で違っていたため同年度に発生した。 

 

Ｑ 今後もこの事業者と契約を行うのか。 

Ａ 現場での実務については信頼できるので、経理に詳しい人を付けるよう依頼し 

たうえで、今後も引き続き契約を行いたい。 
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厚生教育常任委員協議会 

 

開催日時：令和５年５月１９日（金） 

午前９時５５分～午前１０時３３分 

開催場所：会議室３０２ 

 

１ 播磨町企業立地促進条例に基づく奨励金交付について 

  播磨町企業立地促進条例に基づく奨励金交付について、所管する産業環境課より

説明を受け、その後質疑を行った。 

 

【説明の概要】 

播磨町企業立地促進条例は、町内において事業所の新設または移設をする事業者

に対し奨励金を交付することにより企業の立地を促進するとともに、本町産業の活

性化を図り、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的に制

定された。 

  播磨町企業立地促進条例に基づき令和４年１１月に指定を行った対象事業者に

対する令和５年度の固定資産税・都市計画税が確定したことに伴い、奨励金交付の

ための予算措置を行う。 

  奨励金の交付要件は、新設または移設する地域が、工業専用地域、工業地域、準

工業地域、近隣商業地域であること。設備投資総額が１億円以上（中小企業者は５，

０００万円以上）である。 

  奨励金額・交付期間は、対象事業所の操業開始後、同事業所に対して最初に固定

資産税・都市計画税が課される年度から起算して３年間、同事業所に係る固定資産

税・都市計画税の額に各年度の区分に応じて定められた率を乗じた額を奨励金とし

て交付する。 

  年度ごとの率は、初年度が１０分の９、第２年度が４分の３、第３年度が２分の

１となっている。 

  この度、対象となる事業者は、令和４年１１月に同事業者から事業者指定の申請

あり、同月に産業環境課から事業者指定通知を送付している。その後、令和５年５

月に税務課から対象事業所に係る固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付して

いる。 

  令和６年３月までに、同事業者から固定資産税・都市計画税の全額納付が行われ

た後、本町に対し奨励金交付の申請が行われる。 

  予算要求額は、約１，９９０万円である。奨励金交付額を、令和５年度（初年度）

の固定資産税・都市計画税の額に１０分の９を乗じた額で算定している。 
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【主な質疑応答】 

Ｑ 令和４年度に申請があったのであれば、どの規模の新設をするのかなどのヒア

リングをして、令和５年度当初予算に計上すべきであるが、補正予算で対応する

理由は。 

Ａ 令和４年１１月に事業者から申請があり１２月に操業開始している。年度末に

評価額の算出があり、当初予算計上が間に合わなかった。 

  令和５年４月に固定資産税・都市計画税が決定したので、今後は、前段のヒア

リングで算定して当初予算に計上し、不足を補正予算で対応する方向で考えたい。 

 

Ｑ 奨励金交付を行っている自治体は多く、地元住民の雇用を必須要件としている

例もある。奨励金交付を継続して行う場合、雇用要件について検討する考えは。 

 Ａ 地域経済牽引事業の基本計画を令和５年度中に見直す。計画に従業員等の雇用

に関する要件を盛り込むかどうか合わせて検討する。 


